
●岩国税務署での確定申告（土・日曜、祝日を除く )

●●確定申告の相談には入場整理券
　が必要です

※３ 申告期間が 2/2 ㈪から始まる贈与税についても、申告会場で申告できるのは 2/16 ㈪からです

●●確定申告はe－Taxを推奨しています
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はい
いいえ

主な収入が給与

令和７年中に収入がありましたか？

はい

いいえ

給与収入が2,000万円を
超える

はい 確定
申告

いいえ

年末調整に含まれてい
ない控除を追加する

はい 確定
申告

年末調整された給与のほかに所得がある

いいえ

いいえ はい

年末調整をしていない給与収入と、
年金などの所得合計が２０万円を超
える

いいえ

※令和８年１月１日に岩国市に住所のない人は、
　岩国市への申告は必要ありません

主な収入が公的年金
公的年金の収入が
400万円を超える

はい

公的年金以外の所得がある

いいえ

いいえ はい

所得控除を
追加する

他の所得が
２０万円を超える

はいいいえはいいいえ

※1 その他の所得の例：生命保険契約などによる一時金（満期保険金や解約保険金など )、　　　　
　　　　　　　　　 　　  個人年金、報酬、シルバー人材センターの配分金など
※2 所得控除の例：社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、扶養控除、医療費控除など
 

はい

確定
申告

令和 7年分　税の申告対象確認フローチャート

所得税などの確定申告（岩国税務署)確定
申告

対象税目 申告会場開設期間 受付時間 相談時間

 所得税および復興特別所得税
2/16 ㈪~ 3/16 ㈪

8時30分～16時 9時～ 17時 個人事業者の消費税および地方消費税

 贈与税（※３)および不動産の売却 2/16 ㈪~ 2/27 ㈮

　入場整理券は次のとおり配布します。
①国税庁 LINE 公式アカウントを友だち
　登録し、来場希望日時を選んで事前
　発行（希望日の10日前から発行可能 )
②岩国税務署での当日入場整理券の配布
※状況に応じて、後日の来場をお願いす
　ることがあります

●●市役所で受付できない確定申告
　給与所得者の還付申告などの簡易な申告は、市役
所でも受付していますが、次に該当する人は岩国税
務署で申告してください。
〇住宅借入金等特別控除（初年度)の適用を受ける人
〇土地・建物・株式などの分離課税の申告をする人
〇青色申告をする人
〇その他損失の繰越控除など複雑な申告をする人

確定申告書等作成コーナーか
ら画面の案内に沿って入力す
ることで税額まで自動計算で
き、計算誤りがありません。

マイナポータル連携や、過去
の申告データを利用して自動
入力できます。

スマートフォンやパソコンか
ら24時間いつでも、どこでも
確定申告ができます。

　申告書の作成は自宅からスマートフォンやパソコンでできる e － Tax が簡単で便利です。
岩国税務署で確定申告する人で、マイナンバーカードを持っている人は①利用者証明用電子
証明書（数字４桁 )、②署名用電子証明書（英数字6文字以上16文字以下 ) のパスワードを
持参してください。

確定申告書等
作成コーナー

LINE

令和
7年分 問所得税＝岩国税務署☎（22）0111

　市・県民税＝課税課☎（29）5054、総合支所、支所

税 申告がはじまりますの

自動計算 自動入力 自宅から

確定
申告

確定
申告

申告
不要 市・県民税申告

〇給与や公的年金などから所得税が源
　泉徴収されている場合、確定申告す
　ると所得税が還付されることがあり
　ます

申告
不要

市・県民税申告

〇国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入中の人
〇福祉や市営住宅、教育関係などの制度で申告が必要な人
〇課税証明（非課税証明)が必要な人
〇市外に住所がある親族に扶養されている人

次のいずれかに当てはまりますか？ はい

いいえ

市・県民税申告

申告
不要

※1
※2

※1※2



市・県民税の出張申告受付
●●市・県民税の申告受付（土・日曜、祝日を除く )
   居住地区の日時で都合がつかないときは、別の地区の会場または課税課、総合支所、支所で申告して
ください。また国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告も各会場で受け付けます。

   各総合支所、支所で申告する人は広報いわくに2月1日号と同時配布する「市・県民税の申告について」
で詳細を確認してください。（玖珂は12月26日発行の地域版「今月のお知らせ」でも確認できます )

※由宇と玖珂は出張申告受付をしていません  
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地区 受付期間 受付時間【3/16 ㈪は12時まで】 会場

岩国 　2/16 ㈪~3/16 ㈪  8時30分～16時
 【2/16 ㈪~2/20 ㈮は15時まで】  市役所2階　課税課市民税班

由宇 　2/16 ㈪~3/16 ㈪  8時30分～16時  由宇総合支所１階　市民福祉課

玖珂 　2/16 ㈪~3/16 ㈪  8時30分～16時  総合センター奏 1 階　会議室１

周東 　2/25 ㈬~3/16 ㈪  8時30分～12時、13時～16時  総合センター日向 1 階　会議室１

錦・美川 　 3/3 ㈫~3/16 ㈪  9時～16時  錦総合支所　会議室

美和・本郷 　2/20 ㈮~3/16 ㈪  9時～16時  美和総合支所　市民福祉課
 本郷支所

開催日 受付時間 会場

2/24 ㈫
9時30分～10時30分 中央公民館藤河分館
　　　　12時～13時 中央公民館師木野分館
14時30分～16時 中央公民館御庄分館

2/25 ㈬ 9時30分～15時 愛宕供用会館

3/3 ㈫
9時30分～12時 中央公民館北河内分館
　　　　14時～16時 中央公民館南河内分館

3/4 ㈬
9時30分～12時 中央公民館小瀬分館
　　　　14時～15時30分 装港供用会館

3/5 ㈭ 9時30分～15時 平田住民ホール
3/10 ㈫ 9時30分～15時 灘供用会館

3/11 ㈬
9時30分～12時 川下供用会館
　　　　14時～16時 岩国供用会館

3/12 ㈭ 9時30分～15時 中央公民館通津分館

開催日 受付時間 会場
2/16 ㈪

9時30分～12時30分
川越公民館

2/17 ㈫ 米川公民館
2/18 ㈬ 中田公民館
2/19 ㈭ 9時30分～15時

祖生公民館
2/20 ㈮ 9時30分～13時
2/24 ㈫ 9時30分～14時 南総合センター

岩国

美和・本郷

錦・美川

周東

開催日 受付時間 会場
2/16 ㈪

10時～15時

北門ふるさと交流館
2/17 ㈫ 秋掛構造改善センター
2/18 ㈬

本郷ふるさと交流館
2/19 ㈭

開催日 受付時間 会場
2/16 ㈪

9時30分～15時

南桑出張所
2/17 ㈫
2/18 ㈬

美川支所2/19 ㈭
2/20 ㈮
2/24 ㈫

深須出張所
2/25 ㈬
2/26 ㈭

高根出張所2/27 ㈮
3/2 ㈪

〇確定申告の人＝利用者識別番号の確認書類
　※事前に取得してください
〇マイナンバーカードや、運転免許証などの本
　人確認書類 
〇給与や年金収入があった場合
　→令和７年分の源泉徴収票
　※紛失した人は再発行手続きをしてください
〇営業・農業・不動産所得などがあった場合
　→収支内訳書（事前に作成の上持参)など収入
　　や支出の内容が分かるもの
〇社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険
　料控除を受ける場合
　→保険料の支払証明書など

〇障害者控除を受ける場合
　→障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象　
　　者認定書など
〇配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合
　→配偶者の所得金額が分かるもの
〇医療費控除を受ける場合
　→医療費控除またはセルフメディケーショ　
　　ン税制の明細書（事前に作成の上持参 )
　※寝たきりの人のおむつ代の控除を受ける際
　　には、医師が発行した「おむつ使用証明書」
　　などが必要
〇寄附金控除を受ける場合
　→寄附金の証明書

確定申告や市・県民税の申告に必要なもの

●●社会保険料控除について
　公的年金から特別徴収された保険料は、年金受
給者本人の社会保険料控除になりますが、普通徴
収により納付した場合は、実際に保険料を負担し
た人が社会保険料控除を申告することができます。

●●国民健康保険・後期高齢者医療保険・
　介護保険に加入している人へ
　国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険
の保険料は、申告された所得額などを基に計算し
ます。加入者および世帯内に加入者がいる世帯主
や世帯員は、保険料を正しく算定するため申告し
てください。
※無収入または少額収入のみの人、遺族年金・障
　害年金・失業給付金などの非課税収入のみの人
　であっても、同居する家族の税法上の扶養にな
　っていない場合、申告がないものとみなされ、
　保険料の軽減が適用できない場合があります

●●国民健康保険料などの納付額証明書
　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護
保険料の令和7年中の納付額証明書は1月下旬に
送付する予定です。
問保険年金課☎（29）5088

●●市・県民税申告書と申告書の書き方
　「市・県民税申告書」と「申告書の書き方」は市
ホームページからダウンロードできます。
※市ホームページは1月中旬に公開予定です
※詳細は課税課市民税班に問い合わせてください

市・県民税は eLTAX から電子申告
できるようになりました

①スマートフォンや
　パソコンを用意

マイナポータル
eLTAX

ホームページ
岩国市

ホームページ
②上記サイトを経由
　して eLTAXへ

③ eLTAX でマイナン
　バーカードを用いて
　電子申告

④岩国市に申請完了
 （eLTAXは24時間
  いつでも申告可)

個人住民税
電子申告システム

eLTAX

市民税・県民税の申告（市役所)市・県民税申告


